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目　　次

１．はじめに

２．総論　知的財産権流通の現状

３．特許流通のパターン

４．特許流通の取組み

５．知財価値評価

６．ライセンス契約などの法務
７．知財会計など
８．ＴＬＯ（技術移転機関）、産学官連携

９．経済活動の行動様式や心理的習慣の克服
１０．まとめ　
１．　はじめに

将来の我が国経済が進むべき方向は、高付加価値分野であると言われる。価値の創出において、知識創造分野は、通常の労働生産性（一人あたり付加価値高）の飛躍的拡大が期待できる分野である。しかし、一時的に高付加価値分野であっても、競争が存在する分野にあっては、高コスト体質のわが国は、生産において競争力が低下しており、低コスト生産可能な諸外国の生産により価格が低下し付加価値が減少する。このため、創出された価値が、実際に確保されるには、価格競争が緩やかな分野か、生産コストと比較して価値創出が格段に大きい分野しかない。

元来、特許制度は、産業の発達を目的として、発明（新しい技術的思想）の公開により、その知識を新たな技術を生み出す土台として提供する代わりに認められた制度であるが、その特許権の行使については独占禁止法の適用が除外されており、自由な競争下においても合法的に競争が排除できるという特徴がある。このため、発明などの価値創造の源泉であるところの“知識”と“知恵”が発揮される創造的分野が、わが国経済の進むべき方向として明確になりつつある。

平成14年7月、知的財産戦略大綱が決定され、次いで同年12月には、知的財産基本法が制定された。大綱の中で「政府は、この大綱に基づき、２００５年度までを目途に、知的財産に関わる制度等の改革を集中的・計画的に実施する」としている。「知的財産立国」、「産学官連携」、「ベンチャー支援」といったキーワードや、新結合、イノベーション、創造的破壊といったかつての流行語を伴い、知的財産権を核とした価値創造が、２１世紀の経済が進むべき方向の潮流となっている。

ここでは、実務研修で得た知識に基づき、知財流通の現状、知財価値評価、ライセンス契約などの法務、知財会計や知財に基づく金融、侵害対応などについて、そのポイントをまとめた。

２．　総論　知的財産権流通の現状
（社）発明協会が実施する知的財産権取引業育成支援研修(実務研修14日間)を受講した。現在、同研修は、独立行政法人工業所有権総合情報館（※１）が発明協会（※２）に委託しており、昨年、第3回目を迎えている。

第三回基礎研修（大阪会場）の時間割は、次の通りであった。
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(※1) 独立行政法人　工業所有権総合情報館　

工業所有権総合情報館は、平成13年4月から独立行政法人 として、工業所有権公報等の情報提供や開放特許活用等の特許流通促進事業等を推進している。

(※２)発明協会

明治37年に創立された発明奨励団体で、創立以来、発明奨励・工業所有権制度の普及等を通じ、我が国科学技術の進歩、発展に貢献している。なお、JIIIは、(社)発明協会（Japan Institute of Invention and Innovation）の略
第１時限「特許流通促進事業の概要」では、特許流通を巡る状況、日本と欧州の公的・民間の技術移転機関、特許流通や技術移転のパタ－ンや方法、承認･認定ＴＬＯの活動状況、企業の特許等の知財への取組み、わが国の特許流通市場の課題などの紹介があった。

以下の図は、必ずしも全てが講演で取り上げられたものではないが、経済産業省などの資料から、比較的重要と思われるものについて、取り上げた。
　先進国においては有形財の生産以外の収益源として無形財であるライセンス収入が拡大傾向にあり、企業活動に占める知的財産の重要性が高まりつつある。米国企業全体としての特許ライセンス収入は、100億ドル（約１兆2千億円）を超え、ＴＬＯに限ってもライセンス契約件数で、4千件、ライセンス収入で、9億ドル（約1,080億円）となっている。
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こうした数字に表れない有形財の部分にいついても、実質は特許やノウハウ等の知財に支えられているといえる。
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日米の主な企業の特許料収入は、次の通りである。

企業名
特許料収入
年度

ＩＢＭ
3,000億円
(15億ﾄﾞﾙ)
2001年

ダウケミカル
150億円
(1億2,500万ﾄﾞﾙ)
1997年



ゼロックス
10億2000
万円
(850万ﾄﾞﾙ)
1997年



但し、120円／ドルで円換算

（出展：米国、Fairfield Resources International）

企業名
特許料収入
年度

日立
468億円
2001年

ソニー
336億円
1999年

キャノン
240億円
2001年

パイオニア
195億円
1999年

（出展：大蔵省印刷局　有価証券報告書）

我が国においては、100万件を超える特許権が存在するが、そのうち、2／3は、未利用特許である。全体からみて、約1／3の約34万件については、他者への開放の意思のある特許であり、未利用特許の有効活用のための特許流通促進事業の拡充が課題となっている。また、米国では、知的財産権を活用した多様な資金調達が行われており、我が国でも新たな資金調達の仕組みについて、制度的問題点を含め、検討することが課題となりつつある。
（「産業競争力強化のための産業競争力強化のための知的財産戦略」
経済産業省　平成１４年３月２０日　より）
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　知的財産を強くするためには、「創造」、「権利設定」、「権利活用」の三機能を強くし、知的創造サイクルの環を回すための戦略が必要であるとしている。特に、発明者が正当に評価される制度や、特許を経営の柱とする企業文化を創ること、優れたベンチャー企業が出現できる社会システムを作ることなどが提言されている。
（知的財産国家戦略フォーラム　第1次提言　2001年10月5日　より）

研究開発の迅速化が進み、開発リードタイム、製品ライフサイクルとも大幅に短縮している。しかし、バイオ関連産業である医薬品の製品ライフサイクルは、15.8年から9.0年と大幅に短縮する一方、逆に、開発リードタイムが13.2 年と伸びこの結果、開発リードタイムが製品ライフサイクルより長くなり、新規製品の開発スピードが市場での競争を制する様相を呈するなど、一層、知財を含めた企業間の提携などが求められている。
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大学には、我が国における研究費の２０％、研究者数の３５％もの資源が存在する一方で、特許権の取得は米国に比べて、極めて少ない。バイオ分野でみると、米国では、半数以上が大学等からの出願であるが、日本では、わずか１３％にとどまっている。今後、我が国大学における特許権等の権利取得への支援強化が課題となている。現状においては、国立大学における発明から生ずる特許権は、国又は個人に帰属しており、民間企業への戦略的な技術移転は困難となっている。技術移転を円滑化するためには、特許権を大学・ＴＬＯが承継した上で、一元的に管理する等の体制の構築が課題となっている。

（「産業競争力強化のための産業競争力強化のための知的財産戦略」

経済産業省　平成１４年３月２０日　より）
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　世界市場で特許による保護を確保するためには、世界各国で出願し、審査を経なければならない。世界的に審査結果の予見性を高めるためには、制度とともに審査における基準・運用の国際的調和を図ることが課題となっている。また、近年、国際的な出願数が急増しており、審査の迅速化と権利取得費用の低減が課題となっている。
（「産業競争力強化のための産業競争力強化のための知的財産戦略」

経済産業省　平成１４年３月２０日　より）
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知的財産権に係る訴訟は過去１０年間で約２倍に増加している。紛争処理関係者の増員を通じて、特許法務サービスの拡充を図っていくことが課題となっている。知的財産権に係る訴訟は過去１０年間で約２倍に増加しており、紛争処理関係者の増員を通じて、特許法務サービスの拡充を図っていくことが課題となっている。

（「産業競争力強化のための産業競争力強化のための知的財産戦略」

経済産業省　平成１４年３月２０日　より）

3． 特許流通のパターン

　特許流通のパターンには、次の3つがあるとされる。

１．テクノロジー・プッシュ型（シーズ志向）：

　技術シーズからスタートしてニーズとマッチングを行う。技術シーズの発掘、評価、応用がポイントとなる。

２．マーケット・プル型（ニーズ志向）：

　技術ニーズからスタートしてシーズとマッチングを行う。技術シーズの探索、評価、応用がポイントとなる。

３．技術を持つ人がスピンアウトして事業化

技術シーズに基づく事業性評価力がポイントになる。自身が事業を遂行する場合は、これに加えて、事業家としての能力がポイントになる。ベンチャーとして資源が乏しい場合が多いので、公的制度を視野においた資金調達が必要となる場合が多い。

４．　特許流通の取組み
　特許流通の方法としては、以下のような各種の取組みがなされている。

１．インターネットによる自社技術販売

２．ライセンス交渉相手（技術導入先企業等）の紹介（ＴＣＩ社）

３．自己リスクによる技術（特許等）の買付・販売（ＲＥＦＡＣ社）

４．インターネットによる売買仲介
　（ｙｅｔ2.ｃｏｍ社）

５．インターネット・オークションによる
　　価値評価（ＰＬ＆Ｘ社）

６．起業のための技術開発の知恵の提供
　（アイデアラボ社）

７．企業と大学等の共同研究の仲介
　（シュタインバイス財団）

8． 特定企業や機関の技術シーズの評価・販売

9． 市場ニーズ抽出、研究開発、販売

１０．代理交渉・契約

１１．大学が開発した技術の事業化支援

　アイデア～特許流通のプロセスは、アイデア→発明→試作品→製品→市場に普及　と続くが、アイデア→発明までは、ペーパー段階である。試作品、製品と形を持つに従い、技術性の評価、事業性の評価とも行いやすい。一般に早期の段階ほど、技術性の評価、事業性の評価とも困難になる。

５．　知財価値評価
　特許など個別の知的財産の価値評価は、特に重要なテーマである。知財評価は、次のようなシーンで必要とされる。

１．知財の移転提案時
２．知財の実施許諾契約時
３．知財の侵害による賠償請求時
４．自社の経営診断時
（無形資産を含め財務構造を再評価する）
５．他社の無形資産を評価し、他社の企業価値を適正に評価を行うため（買収目的や自社の競争上の戦略立案のため）
通常、実施許諾に基づく収入は、一括払い（ランプサムと呼ばれる）でなく、ランニングロイヤリティ(継続実施料)方式が採用されることが多い。この方式は、売上（収入）と実施料の支払が連動するという出来高払いでリスクが少なく、かつ資金面でも理にかなった方法である。この方式が存在したため、知財の価値評価は、それほど重要性が感じられないできた側面がある。知財の価値評価は、インカムアプローチ、マーケットアプローチ、コストアプローチという3種類に分類されることが多い。インカムアプローチは、将来のキャッシュフローを現在価値に割引く方法（ＤＣＦ方式）である。マーケットアプローチは、マーケット規模を推定しこれに一定のロイヤルティ料率等を乗じて求める。コストアプローチは、研究開発費などに一定の利益を加えて求める方法である。
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ランニングロイヤリティ(継続実施料)方式は、一括払いに比べてリスクが少ない方法である。しかし実施者が知財を導入する際には、製造設備などの初期投資が必要になるのが通常である。そのため、ランニング（出来高払い方式）であっても、相当額の初期投資を伴う知財の導入では、知財を生産財への投資とみなし、知財導入により行われる事業全体としての経済計算を行うなどの方法により、知財の価値評価を行う必要が生じる。また知財価値を考える上で、特許が製品化され市場に普及する上での貢献度に応じて、特許権者、製品製造者、販売者により、3等分するといった考え方も一部に存在している。

通常、ノウハウ提供などの趣旨で、ランニングロイヤルティに加え、イニシャルペイメント（一時金）が支払われることも多く、次のような計算が行われる。

＜事例＞

製品価格（販売単価）：100万円

販売期間：3年

販売量：100台／年

利益率：10％
　

100万円×（3年×100台／年）＝3億円　

（総売上）

3億円　×　10％　＝　3,000万円

（ライセンシーの利益）

3,000万円　×　1/3　＝　1,000万円

　（ライセンサーの貢献）

イニシャルペイメント（一時金）を100万円とした場合のランニングロイヤルティ率は

(1,000万円－100万円)÷300台÷100万円　＝　3％　
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イニシャルペイメント（一時金）を　400万円とした場合のランニングロイヤルティ率は

(1,000万円－400万円)÷300台÷100万円　＝　2％　となる。

6． ライセンス契約などの法務

特許法の定める許諾実施権には専用実施権と通常実施権がある。後者の通常実施権は、独占的通常実施権と非独占的通常実施権に分かれる。なお特許出願中の発明やノウハウについては、法律上は、“実施権”の用語は使用されていないが、実務上、出願中の発明やノウハウについても“実施権”の用語が使用される。専用実施権は、設定登録がなければ効力が生じない。一方、通常実施権では、設定登録は、第三者対抗要件（他者に対して、自らの実施権を主張する要件）に過ぎない。

専用実施権とは、あらかじめ設定登録で定めた範囲内で発明を排他的に実施する権利である。独占的通常実施権は独占的特約（事後、重複する範囲の実施権を第三者に許諾しない旨の許諾者の約束）を伴った通常実施権を言い、非独占的通常実施権は、この独占的特約を伴わない通常実施権のことである。


7． 知財会計など

米国の新たな会計基準によると、米国の上場企業は、企業買収により取得した知的財産は法的権利に基づくか、取引可能な資産であれば、最適公平価格（市場価格、鑑定価格、それらが無い場合は、将来キャッシュフロー予想額の現在価値割引額）で、無形固定資産として計上することになっている。

企業活動に占める知的財産の重要性が高まりつつある中で、少なくとも管理目的では、無形の資産を適切に評価し実態に則して把握することが必要になっている。内部管理目的で、企業の知財価値全体を評価するには、各種の評価方法があるが下記の図の様に時価総額から純資産を控除し求める場合も多い。

これは、次の式であらわされる。

　無形資産 ＝ 時価総額 － 純資産
＝知的財産権＋人的資本＋ブランド力＋経営力

　無形であることと価値の大小は、直接には結びつかないが、企業において従来と比較し、有形の財と比べ、無形な財、目に見えない資産の重要性が増していることは確かである。但し株式の時価総額が過大評価されている場合には、上記の式からも分かるように、結果的に無形資産が過大評価される可能性が存在することにも注意が必要である。

　また、最近では、知財価値の重要性の高まりから、従来から存在する現物出資制度に、特許等の知的財産権を出資対象とすることも可能となっている。また、日本政策投資銀行においては、特許などの知財を担保とした“知財担保融資”が行われている。前者の現物出資に関しては、地方裁判所が選任する検査役により、評価、報告される。後者の“知財担保融資”では、一般的な特許の他、ビジネスモデル特許なども対象となっている。但し、現在のところ、すべての特許等の知財が担保となるわけではなく、実施許諾契約等によりロイヤルティ収入が発生している特許についてのみ、担保の対象とされている。

８．　知的財産権に関する紛争、
　　　　侵害対応や権利の保護など
　知的財産権に関する紛争には、特許権の有効性、発明の技術範囲の判断、侵害しているかどうかの判断、損害額の判定など、多くの問題がある。大手企業とベンチャー企業、あるいは、ライセンサーとライセンシーなどの立場の相違により、関心事項や留意点が異なる。大手企業がベンチャー企業から特許を導入（ライセンスイン）する場合には、特許権者であるベンチャー企業が財政基盤が弱いことも考慮し、権利者側企業が破産、倒産、買収（M&A）された場合等の対策として、特許実施権の設定登録、特許の共有（共同出願）などにより、第3者へ対抗するなどの事前の対策が必要となる。

　専用実施権の場合、設定登録が効力発生要件となるため、特許庁への設定登録が必要となるが、通常実施権の場合、設定登録をしないと、特許権の移転、専用実施権の設定等があった場合に、第三者に対抗できない。

また、ライセンス契約上の留意点として、グラント・バック（※３）（Grant Back）条項、エスクロー契約（※４）などがある。

(※３) グラント・バック：ライセンシーによる改良特許をライセンサーへ逆供与させる権利を義務付けたもの。条件の設定によっては、独占禁止法違反となる。

(※４) エスクロー契約：権利者の持つ情報を第三者（公的機関やエスクロー業者等）が保管し、一定の条件が満たされた場合に、ユーザ企業側にその情報を開示することを取り決めた契約。権利者が事業を放棄したり、予期せぬ第三者へ権利を譲渡した場合に、ユーザ企業が必要な情報を入手し、機能改修や保守を継続できる方法を残すことを目的としている。

　また近年、訴訟と和解の中間的な紛争解決手段として、日本知的財産仲裁センターのような裁判外紛争解決（ADR：Alternative
 Dispute Resolution）機関が設立されている。知的財産戦略大綱においても、訴訟制度の改革と共にADR制度の充実・強化を図るべきことが報告されている。同センターで行われる“調停”は、当事者間の自由意志に基づく話し合いをサポートしこれを助成する手続きであり、調停人の意見や提案には、拘束力は無い。当事者が合意し、「和解契約書」が作成され、調停成立の証人として調停人が署名したとき、はじめて当事者間に拘束力が生じる。一方、“仲裁”は、当事者が仲裁人に紛争解決を委ねるという手続きであり、最終的に示される「仲裁判断書」は確定判決と同じ効力があり、当事者が不服であっても裁判を提起できない。ADR制度は、早期の解決が期待でき、柔軟な対応が可能であること、また、請求金額、賠償金額の大小に関係無く、一定の手数料で済むことなどのメリットにより注目されている。

９．　ＴＬＯ（技術移転機関）、産学官連携
　TLOはTechnology Licensing Organization（技術移転機関）の略称で、大学研究者の研究成果を発掘・評価し、特許化及び企業への技術移転を行う法人である。大学発の新規産業を生み出し、技術移転（企業への特許権等の実施許諾）により得られた収益（実施料）の一部を更なる研究資金として大学や研究者に還元することにより、大学の研究を活性化させる「知的創造サイクル」の原動力として期待されており、既に、(株)先端科学技術インキュベーションセンターや、関西ティー・エル・オー(株)を始めとして、多くのＴＬＯ法人が設立されている。
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１０．経済活動の行動様式や心理的習慣　

　　の克服
　「知的財産立国」や「価値創造」をめざす中では、単に技術力や事業化能力が求められるだけではない。ある意味では、経済活動上の判断や慣習等の行動様式についても大きな変革が求められているともいえよう。たとえば、自社実施を前提とする従来の考え方から知的財産自体で収益を獲得するという考え方への転換、他社からの侵害提訴からの防衛という消極的な姿勢からの脱皮、技術部門における外部からの技術導入に対する抵抗感などの排除、自前主義からの脱却といった経済活動における行動様式の変革が求められている。また、保守性やリスクを嫌うといった文化や慣習に根ざした心理面の変革まで課題となっている。また漠然としたニーズは多くあるが、具体的な特許・技術導入のニーズが少ないといった状況や、無形なもの、特にノウハウや事業性の評価が苦手といった課題を克服する上でトップダウン思考やロジカルシンキングの強化も必要となっている。また、こうした知財戦略の遂行を可能とする知財部門の戦略部門化も重要になっている。

1 　価値ある特許が少ない。逆に、重要技術は開放されない。また価値ある特許は、自社で開発製品化される、あるいは知財取引業者など中間業者を必要とせず、当事者間で流通するなど、知財取引業の存在価値に疑問を投げかける要素も多く存在する。しかし次の様な知財活用に必要な能力やインフラが備われば、知財流通や技術移転を含めた知財活用支援がビジネスとして成立する可能性は存在すると言えよう。
2 技術性の評価と活用（特許に潜在する用途を引き出す能力を含む）

3 事業化力（市場の開拓など、マーケティング力と資金調達など財務を含む）

4 法的対応（ライセンシングや侵害対応など）

１１．　まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昨今、企業家（アントレプレナー）、新結合、イノベーション、創造的破壊などの概念が見直されている。最近の行政や民間の各種の動きを見ると、こうした方向への新たな発展にむけて、日本の経済がスタートを切ったことだけは、間違いないようだ。しかし、産学官連携をはじめとして、議論が多い中で、私たち診断士が活躍すべき実務レベルの活動は、未だ少ないというのが真の状況である。これを機会に、事業性評価やベンチャー支援、新規事業化支援などに強みのある診断士ならではの活躍が、今後、大いに期待される。

著者紹介

氏　名：國米　泰弘

略　歴：慶應義塾大学卒業、ｻﾝﾄﾘｰﾌｰｽﾞ(株)で事務処理ｼｽﾃﾑの設計開発、経理･市場開発等。(株)日本ﾏﾝﾊﾟﾜｰ技術者専門派遣事業部門(株)ﾃｸﾉﾌﾞﾚｲﾝ関西支社設立時の運営など。

県中小企業支援ｾﾝﾀｰ登録ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、特許流通ｱｿｼｴｲﾄ。

専　門：知財取引ビジネスに関わる分野、
ＩＴに関する分野、事業計画策定、
ビジネスモデルの事業性評価
著　書：「インターネット営業術（ＰＨＰ研究所）（共著）」、「ＩＴビジネスコンサルタント」（翔泳社）（共著）」、中小企業診断協会岡山県支部論文集、「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの枠組み」 (H12年度)、「ＩＴ活用事例」(H13年度)、「ＩＴビジネスモデル特許による商業流通活性化事例」(H14年度)

http://www.ibara.ne.jp/~kokumai
kokumai@ibara.ne.jp



第三回知的財産権取引業育成支援研修�実務研修を受講して





中小企業診断士　　　　


　　國米　泰弘
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月日

第１時限


9：30～11：20

第2時限


12：30～14：20

第3時限


14：30～16：20

第4時限


16：40～18：30



10月10日


（木）

特許流通促進事業


工業所有権総合


情報館

工業所有権保護の動向


石丸弁理士

知的財産管理


シスメックス／


西野部長

実務研修のねらい


JIII／事務局



10月11日


（金）

公的技術移転機関の活用NIRO／園田AD

特許流通ＡＤの活動


千葉県／稲谷ＡＤ

大学の技術移転施策　富士通総研／西尾氏





10月17日


（木）

知財仲介業者の活動　ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ／多喜社長

一般企業の技術移転活動　ｲﾝｽﾊﾟｲｱ社／桜井氏

ｼｭﾀｲﾝﾊﾞｲｽの技術移転　ｼｭﾀｲﾝﾊﾞｲｽ／小堀社長

大学ＴＬＯの活動


関西TLO／山田部長



10月18日


（金）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ技術移転


yet2.com／藤井氏

知的所有権センター又は公設試見学


大阪特許情報センター見学(情報検索Ⅰ)





10月25日


（金）

特許評価Ⅰ


JIII／事務局

特許評価実習Ⅰ


JIII／事務局





10月26日


（土）

バイオ技術概論 旭ﾘｻｰﾁｾﾝﾀ-／村松主幹研究員

ＩＴ技術概論


東京大学／森川助教授





11月05日


（火）

顧客満足


英和経営／井澤氏

プレゼンテーション実習


JIII／事務局





11月06日


（水）

特許の財務評価


東京海上／石井課長

情報検索Ⅱ


ジーサーチ／福岡氏

特許流通支援ﾁｬｰﾄ　大阪府／梶原ＡＤ





11月12日


（火）

特許評価Ⅱ


PLX／大津山社長

特許評価実習Ⅱ


PLX／大津山社長





11月13日


（水）

ライセンス契約Ⅰ


川鉄テクノ／


飯田理事

ライセンス契約Ⅱ


川鉄テクノ／


飯田理事

実施料


川重／白方課長





11月29日


（金）

ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業との契約　豊田中央研究所／馬場氏

ライセンス契約文実習


JIII／佐々木参事





11月30日


（土）

侵害対応


石丸弁理士

製造物責任入門


川重／奥野部長

補助金制度


知財情報研／角南代表





12月05日


（木）

知的財産による融資　政策投資銀行／野条氏

ﾍﾞﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ


ﾍﾞﾝﾁｬｰﾗﾎﾞ／山中社長

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ


ﾍﾞﾝﾁｬｰﾗﾎﾞ／山中社長

ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援事業


地域公団／中島課長



12月06日


（金）

不正競争防止法


九州大学　熊谷助教授

知的財産に関する税金／須田税理士

日本知的財産仲裁ｾﾝﾀｰ　武石関西支部


運営委員






